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が　

年
以
上
の
従
業
員
で
、
人

１０
物
・
実
績
が
優
秀
で
、
他
の
模

範
と
な
り
、
推
薦
者
が
表
彰
に

値
す
る
と
認
め
る
方
（
家
族
従

業
員
を
除
く
）
。

○
推
薦
方
法　

市
役
所
４
階
商

工
観
光
課
、
各
出
張
所
、
市

商
工
会
（
座
間
２－

２
８
８

７－

２
）
で
配
布
す
る
推
薦

調
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必

要
事
項
を
明
記
し
、
８
月
１

日
（
土
）
〜　

日
（
月
）
に

３１

事
業
主
ま
た
は
団
体
長
が
〒

２
５
２－

８
５
６
６
座
間
市

役
所
商
工
観
光
課
宛
て
に
郵

送
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
た

は
直
接
担
当
へ

と　こ　ろと　　　き区　分
1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と
午後１時～４時

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
市役所１階相談室
※１日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は１年
度一人１回（２５分以内）、 
その他の相談は一人３０
分以内とさせていただ
きます。相談される要
点をよく整理してお越
しください。

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時～８
時３０分
毎月第２・第３・第４水曜日午後１時３０分
～４時３０分

８日　
１４日夜
１５日　
２１日夜
２２日　
２８日夜

弁 護 士
（ 面 談 の み ）

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分（１５
日まで受け付け）１６日行 政

（国に対する要望）

毎月第２木曜日午後１時３０分～４時３０分９日行 政 書 士
（遺言書等作成）

毎月第３火曜日午後１時３０分～４時（電話
相談のみ）２１日交 通 事 故

午後１時３０分～４時３０分３１日税 理 士
４・６・１２月を除く月の第３金曜日午後１
時３０分～４時３０分１７日司 法 書 士

（登記・少額訴訟）

午後１時３０分～４時３０分３０日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（９日まで受け付け）１０日分譲マンション

（近隣・管理組合）
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午、
午後１時～５時１５分市 民 一 般

担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８２１８

1０４６（２５２）８０８７毎月第２火曜日午後１時３０分～４時（電話
相談のみ、予約制）１４日人権擁護委員

（近隣問題など）
市役所１階広聴人権課毎週月曜～金曜日午前９時～正午と午後１時～５時１５分女 性 相 談 

（ＤＶなど） 担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８４８３
市役所２階作業室毎月第３木曜日午前１０時～午後３時１６日駐留軍離職者 担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４

毎週月曜日午前９時～正午、午後１時～４時（電話のみ）認 知 症 担当　介護保険課 1０４６（２５２）７０８４
市役所４階
４－１会議室

奇数月第３木曜日午後１時３０分～４時３０分
（予約制（電話可）。１３日まで受け付け）１６日社 会 福 祉 士

（成年後見制度） 担当　福祉長寿課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階
障がい福祉課

毎週月曜・火曜・木曜日午前１０時～正午と午後１時～
３時（予約制（電話可））ぽむ出張相談毎月第３木曜
日午前９時、１０時３０分（各一人で予約制（電話可））

障 が い 者
就 労 支 援

担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７１３２
市役所１階生活援護課毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時自立サポート

相 談 担当　生活援護課 1０４６（２５２）８５６６
市役所２階子ども政策課

1０４６（２５２）８０２６
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午と
午後１時～５時１５分（電話可）　担当　子ども政策課児 童

市役所２階子ども育成課毎週月曜～金曜日午前１０時１５分～１１時３０分と
午後１時～４時３０分（予約制（電話可））ひとり親家庭

担当　子ども育成課 1０４６（２５２）７２０１
青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時青 少 年

担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７
市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時教 育

毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時（電話のみ）子どもいじめ
ホットライン 担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４

毎週月曜～金曜日午前９時～正午 市役所５階教育指導課
午後１時～４時（予約制（電話可））　担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２

就 学
（障がい児対象）

　

商
・
工
業
発
展
を
目
的
と
し

て
、
市
内
事
業
所
に
勤
務
す
る

優
良
な
技
能
者
お
よ
び
従
業
員

を
表
彰
し
て
い
ま
す
。
次
に
該

当
す
る
方
の
推
薦
を
お
願
い
し

ま
す
（
一
項
目
に
つ
き
、
１
事

業
所
一
人
）
。

◆
技
能
功
労
者

　

９
月
１
日
現
在
、
技
能
職
と

し
て
同
一
職
業
に　

年
以
上
従

３０

事
し
た　

歳
以
上
の
方
で
、
優

５５

れ
た
技
能
を
持
ち
、
他
の
模
範

と
な
り
、
後
進
の
指
導
育
成
な

ど
に
よ
っ
て
業
界
の
発
展
に
尽

く
し
た
方
。

◆
優
良
技
能
者

　

９
月
１
日
現
在
、
技
能
職
と

し
て
同
一
職
業
に　

年
以
上
従

１０

事
し
て
い
る
方
で
、
優
れ
た
技

能
を
持
ち
、
他
の
模
範
と
な
っ

て
い
る
方
。

◆
優
良
従
業
員

　

９
月
１
日
現
在
、
勤
続
年
数

担
当

商
工
観
光
課

1
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2
5
2
）7
6
0
4

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0
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技
能
功
労
者
等
表
彰
対
象
者
の

推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推
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推
薦

７月に納めていただくのは

▽固定資産税・都市計画税（第２期）▽国民健康保険税（２期）▽介護保
険料（２期）▽後期高齢者医療保険料（１期）
※市指定の金融機関など、市役所、各出張所、ペイジー、コンビニエンス
ストア、LINE Payで納めてください。その他使用料などのご納付もお忘 
れなく（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、金融機関窓口などで
の納付を避け、ペイジーやLINE Payをご利用ください）。
※口座振替をご利用の方は、残高不足にご注意ください。
※納期限を過ぎると、督促状を発送します。また、延滞金を納めていただ
く場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時３０分～正午に、市役所で市税、国民健康
保険税の納付窓口を開設しています。詳しくは収納課　1０４６（２５２）８０２１へ
（国民健康保険税については国保年金課1０４６（２５２）７００３へ）。

７月の相談日（祝・休日を除く）※相談はいずれも無料です。

　

国
民
年
金
制
度
は
、　

歳
以

２０

上　

歳
未
満
の
方
が
加
入
す
る

６０
制
度
で
す
。
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
で
、
老
後
の
老
齢
基
礎
年

金
の
他
、
万
が
一
の
と
き
の
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、
申

請
を
す
る
こ
と
で
、
保
険
料
の

納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
（
下
表
参

照
）
。

　

な
お
、
前
年
度
に
全
額
免
除

ま
た
は
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ

て
継
続
審
査
を
希
望
し
た
方
は
、

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

○
申
請
要
件　

免
除
制
度
は
、

本
人
お
よ
び
配
偶
者
、
世
帯

主
、
納
付
猶
予
制
度
は
、
本

人
（　

歳
未
満
）
と
配
偶
者

５０

の
前
年
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
定
の
基
準
額
以
下
の
方（
こ

の
他
に
も
退
職
者
な
ど
を
対

象
と
し
た
特
例
要
件
あ
り
）

　

※
日
本
年
金
機
構
が
審
査
し
、

結
果
を
通
知
し
ま
す
。

○
申
請
期
限　

納
付
期
限
か
ら

２
年
経
過
す
る
ま
で
の
間

月々の保険料額免除等区分

０円
保険料の全額を免除全額免除
保険料の全額を猶予納付猶予

４，１４０円保険料の４分の３を免除
（残り４分の１を納付）４分の３免除

８，２７０円保険料の２分の１を免除
（残り２分の１を納付）半額免除

１２，４１０円保険料の４分の１を免除
（残り４分の３を納付）４分の１免除

※令和２年度の保険料月額は、１６，５４０円です。

○
申
請
方
法　

年
金
事
務
所
ま

た
は
市
役
所
１
階
国
保
年
金

課
で
配
布
す
る
申
請
書
（
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直

接
担
当
へ

　

※
申
請
書
の
郵
送
を
希
望
す

る
方
は
、
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　

　●
 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル　

1
０
５
７
０（
０
０
３
）

０
０
４
（
Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ

Ｓ
か
ら
は
1
０
３
（
６
６
３

０
）
２
５
２
５
）

　

　●
 

厚
木
年
金
事
務
所　

1
０

４
６
（
２
２
３
）
７
１
７
１

（
代
表
）

担
当

国
保
年
金
課

1
0
4
6（
2
5
2
）7
0
3
5

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3
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免
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納
付
猶
予
制
度

　適正な防火対象物の管理が、その建物、施設を利用する方の安心と安全
につながります。防火管理者の皆さんにはご理解とご協力をお願いします。
　不明な点などは、担当へお問い合わせください。
◆必要な届け出など
　● 防火管理者選任（解任）届出書　　　● 消防計画作成（変更）届出書
　● 消防訓練実施計画書　　　　　　　　● 消防用設備等点検結果報告書
　● 点検事項改修計画書（立入検査で不備があった場合）
　● 防火対象物点検結果報告書（一部の特定防火対象物に限る）
担当 予防課　1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５

防火管理をする方へ
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　市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を含め、さまざまな要因で収
入が減るなどし、生活が困難または困難になる恐れがある方へ、「自立サ
ポート相談」として支援を行っています。また、休職、離職などの理由で
住居を失う恐れのある方へ家賃の給付や、安定した生活を持続的に行える
ようになるための支援を行います。一人で悩まずにまずはご相談ください。

生活費の貸し付け
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯へ、
生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金および総合支援資金の特例措置
を設けています。希望者は事前に問い合わせ先へお問い合わせくださ
い。
　○問い合わせ先　市社会福祉協議会1０４６（２６６）２００４（受け付けは午前

９時～午後５時）

担当 生活援護課　1０４６（２５２）８５６６　5０４６（２５２）７０４３
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